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《 令和８ 年度 水道水質検査計画》  

 

１ ． 基本方針 

  水道水質検査の適正化と 透明性を 確保する た め、 水道水質検査計画を 策定

し 、 こ の計画に従っ て 水道水質検査を 実施し ま す。  

( 1) 水道水質検査項目は、水道法で検査が義務付け ら れて いる 水質基準項目、

水質管理上留意すべき と さ れる 水質管理目標設定項目と し ま す。  

( 2) 水道法で 義務付け ら れて いる 水道水の採水地点は、 水質基準が適用さ れ

る 配水場系統ご と の給水栓と し ま す。  

( 3) 検査項目及び検査頻度は、 別紙「 水道水質検査計画表（ 令和８ 年度）」 の

と おり と し ま す。  

 

２ ． 水道水質検査計画の内容 

  水道水の安全性を 確保する た め、 水道法第 20 条の規定に基づき 、 定期及び

臨時の水質検査を 行い、 水道水の安全性を 確認し ま す。  

  平成 16 年度の水道法改正によ り 、 水道事業体ご と に地域性・ 効率性を 踏ま

え た 水質基準の柔軟な 運用が可能と な り ま し た 。  

  当水道事業では、 生活に重要な 役割であ る 水道水の安全性を 担保する た め、

あ ら か じ め 需要者に 対し て 水道水質検査計画を 作成し 、 事前に公表する こ と

で 、 そ の適正化と 透明化を 図り ま す。  

  水質基準に基づい た 水質管理を 行う た め、 検査項目、 検査頻度な ど に つい

て 、 安全性・ 安定性及び効率性・ 合理性の両面から 検討を 行い作成し ま す。  

  こ の水道水質検査計画に従い、 安全で 良質な 水道水を 安定的に供給で き る

よ う 努めま す。  

 

３ ． 水道事業の概要 

  当市の水道水は、 愛知県水道用水供給事業（ 以下、「 県営水道」 と いう 。）

によ る 知多浄水場から の浄水（ 水道水） を 受水し 給水し て おり ま す。  

  知多浄水場の水源が、 平成 10 年４ 月から 長良川にな っ た こ と によ り 、 安定

し た 水道水が供給さ れて いま す。  

  ま た 、 水源の水質は年間を 通じ て 概ね良好で あ る と 報告さ れて いま す。  

  当市では、 安全な 水道水を 供給する た め各配水区の末端水栓において 、 水

道法に基づく 水道水質検査を 行っ て いき ま す。  
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（ １ ） 給水状況 ( 令和７ 年３ 月 31 日現在)  

区    分 内    容 

給水区域 常滑市内 

給水人口（ 令和６ 年度末）  58, 625 人 

普及率（ 令和６ 年度末）  99. 9％ 

給水戸数（ 令和６ 年度末）  26, 585 戸 

計画一日最大給水量 24, 400 ㎥ 

一人一日最大給水量（ 令和６ 年度末）  405 ㍑ 

一人一日平均給水量（ 令和６ 年度末）  366 ㍑ 

 

（ ２ ） 水源の状況 

県営水道から 必要と する 給水量のすべて を 受水し て いま す。  

 

（ ３ ） 浄水場の状況 

知多浄水場 

ア ． 所在地   知多市佐布里西池之脇 8 番地 

イ ． 供給能力  1 日最大 206, 300 ㎥    
 

４ ． 当該水道水を 巡る 原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点 

  当市の水道水は、長良川を 水源と し て おり 、知多浄水場で浄水さ れた 水を 、

市内３ カ 所の配水場で受水し 、 給水区域に配水し て いま す。  

  長良川取水口から 知多浄水場へ送ら れた 水は、 県営水道が浄水池及び供給

点で検査を 実施し ま す。 水道原水について も 水源（ 河川・ 貯水池） 及び浄水

場の入口で試験を 実施し ま す。  

  定期水質検査結果は、 愛知県水質試験所のホ ーム ページ に公表さ れて おり 、

水質状況に問題がな いこ と を 確認し て いま す。  

  ま た 、 水質に異常が認めら れた 際な ど の緊急時の連絡体制を 整え て いま す。 

 

５ ． 水道水質検査を 行う 項目、 検査地点、 検査頻度及びそ の理由 

( 1) 水道水質検査を 行う 項目 

    法令に基づく 水道水質検査項目について 、 別表のと おり 水道水質検査を

行いま す。  
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( 2) 水質基準項目及び検査頻度 

    市内３ 箇所の配水場におけ る 末端水栓において 、 毎月１ 回濁度を 始めと

し た ９ 項目の検査を 実施し ま す。  

    ま た 、 年１ 回 52 項目（ ペルフ ルオロ オク タ ン ス ルホ ン 酸（ Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ ）

及びペルフ ルオロ オク タ ン 酸（ Ｐ Ｆ Ｏ Ａ ） 含む） の検査を 実施し 、 ３ ヶ 月

に１ 回消毒副生成物と さ れる 12 項目及び過去３ 年間で基準値の 20％を 超

え た こ と のあ る 項目について 検査を 実施し ま す。  

 

( 3) 水質管理目標設定項目 

    使用する 資機材の観点から ニ ッ ケ ル及びそ の化合物、 消毒副生成物等の

観点から ジ ク ロ ロ ア セト ニ ト リ ル、抱水ク ロ ラ ール及び臭気強度（ Ｔ Ｏ Ｎ ）、

水道施設の健全性の判断の観点から 従属栄養細菌について 、 年１ 回検査を

実施し ま す。  

 

( 4) 採水地点（ 配水区の末端水栓）  

    各配水区の給水栓にて 採水し ま す。  

 配水系統 採水地点 検 査 項 目 

 

水

質

基

準

項

目

等

検

査 

 

久米配水区 

（ 第１ 供給点）  

多屋 全水質基準項目（ 52 項目）  

大野 水 質 基 準 項 目 （ ９ 項 目 ）  

熊野配水区 

（ 第２ 供給点）  

坂井 全水質基準項目（ 52 項目）  

桧原 水 質 基 準 項 目 （ ９ 項 目 ）  

中央配水区 

（ 第３ 供給点）  

セン ト レ ア  全水質基準項目（ 52 項目）  

西阿野 水 質 基 準 項 目 （ ９ 項 目 ）  

 

６ ． 臨時の水質検査 

  次のよ う な 事例が認めら れる と き は適切な 地点・ 項目・ 頻度で 臨時の 水質

検査を 行いま す。  

( 1) 水源付近、 給水区域及びそ の周辺で水系感染症が流行し て いる と き 。  

 

( 2) 配水管の大規模な 工事そ の他水道施設に著し い汚染の恐れがあ る と き 。 

 

( 3) そ の他、 特に必要があ る と 認めら れる と き 。  
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７ ． 水質検査の方法 

  水道水質基準項目等の水質検査は民間委託で 実施し 、 検査方法は国が 定め

た 水道水の検査方法「 水質基準に関する 省令」 によ り 実施し ま す。  

  委託を 行う にあ た っ て は、 水道法第 20 条に定める 登録検査機関のう ち 水道

GLP 認定機関よ り 選定を 行いま す。  

 

８ ． そ の他の水質検査 

  色、 濁り 及び残留塩素の３ 項目を 市内５ ヶ 所で毎日検査し ま す。  

 

９ ． 検査結果の評価 

  水道水質検査結果を 評価し 、 適合・ 不適合の確認を 行い水道技術管理者に 

報告し 処置を し ま す。  

 

10． 水道水質検査計画及び検査結果の公表 

  水道水質検査計画と 検査結果について は常滑市ホ ーム ページ で公表し ま す。 

  ま た 、 水道課の窓口でも 閲覧し て いた だけ ま す。  

  安全な 水を 供給する た め皆様か ら ご 意見を いた だく と と も に 、 水道法の改

正や過去の 水道水質検査結果を 踏ま え 、 毎年度水道水質検査計画の見直し を

行いま す。  

 

11． 関係者と の連携 

  水質管理を 万全な も のと する た めには関係機関と の 連携は極めて 重要です。 

( 1) 国等と の連携 

    関係省庁及び愛知県等が 実施する 水質管理に 関する 調査への 協力を す

る と と も に、 安全管理に関する 情報提供について 情報収集を 図り ま す。  

 

( 2) 県営水道と の連携 

    当市の水道は全て 県営水道から 受水し て いま す。 そ のた め、 県営水道と

の連携を 図り 、 浄水場での水質状況の把握等、 情報収集を 行い、 安全で安

定し た 水道水の供給に努めま す。  



常滑市字堕星地内

施  設  概  要

施 設 名 所　 在  地 内　 　 　 　 　 　 　 　 容

久米配水場 常滑市久米字砂刈地内 PC造　 内径36m×高5m　 　 　 　 V=5, 000㎥　 １ 池

熊野配水場 常滑市西阿野字鳶ヶ 巣地内
PC造　 内径16m×高5m　 　 　 　 V=1, 000㎥　 1池

PC造　 内径36m×高5m　 　 　 　 V=5, 000㎥　 1池

中央配水場 常滑市金山字金色地内 PC造　 内径31m×高10m　 　 　 V=7, 500㎥　 1池

御林配水場
( 池)  常滑市久米字御林地内 PC造　 内径  8m×高10m      V=  500㎥  1池

( P)  常滑市久米字御林地内 φ100mm  Q=1. 04㎥/毎分  11. 0KW  2台

桧原配水場
( 池)  常滑市桧原字三郎谷地内 PC造　 内径  9m×高5m      V=  300㎥  1池

( P)  常滑市桧原字三郎谷地内 φ50mm   Q=0. 23㎥/毎分  7. 5 KW  2台

大谷配水場
( 池)  常滑市大谷字猿喰地内 PC造　 内径12. 8m×高4m      V=  500㎥  1池

( P)  常滑市大谷字坂森地内 φ65mm   Q=0. 70㎥/毎分  7. 5 KW  2台

前天神ポン プ場 常滑市矢田字谷海道地内 φ40mm   Q=0. 7㎥/毎分  2. 2 KW  3台

青海山ポン プ場 常滑市青海町４ 丁目地内 φ100mm   Q=1. 56㎥/毎分 　 9. 0 KW  2台

φ100mm   Q=0. 63㎥/毎分    15. 0 KW  3台

φ40mm   Q=0. 28㎥/毎分      3. 7 KW  2台
大曽ポン プ場

-5-

飛香台ポン プ場 常滑市飛香台5丁目地内 φ65mm   Q=0. 55㎥/毎分  3. 6KW  2台

多屋ポン プ場 常滑市多屋字茨廻間地内 φ65mm   Q=0. 65㎥/毎分  11. 0 KW  2台
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水質検査採水場所位置図

①大野

④西阿野

⑤桧原

②多屋

③セント レア

⑥坂井

        -6-



毎月検査地点 1
全項目検査地点数 0 検査計画

過去の最高値 頻度

mg/L （回/年）

1 １ml中1００個以下 0 １２
2 検出されない 不検出 １２
3 0.003mg/l以下
4 0.0005mg/l以下

5 0.01mg/l以下
6 0.01mg/l以下
7 0.01mg/l以下
8 0.02mg/l以下
9 0.04mg/l以下

10 0.01mg/l以下
11 10mg/l以下
12 0.8mg/l以下
13 1.0mg/l以下
14 0.002mg/l以下
15 0.05mg/l以下

17 0.02mg/l以下
18 0.01mg/l以下
19 0.01mg/l以下

21 0.01mg/l以下
22 0.6mg/l以下
23 0.02mg/l以下
24 0.06mg/l以下
25 0.03mg/l以下
26 0.1mg/l以下
27 0.01mg/l以下
28 0.1mg/l以下
29 0.03mg/l以下
30 0.03mg/l以下
31 0.09mg/l以下
32 0.08mg/l以下
33 1.0mg/l以下

35 0.3mg/l以下
36 1.0mg/l以下
37 200mg/l以下
38 0.05mg/l以下
39 200mg/l以下 13 １２ 省略不可のため月１回実施する。
40 300mg/l以下
41 500mg/l以下
42 0.2mg/l以下

45 0.02mg/l以下
46 0.005mg/l以下
47 3.0mg/l以下 0.7 １２
48 5.8～8.6以下 7.6 １２
49 異常でないこと 異常なし １２
50 異常でないこと 異常なし １２

51 5度以下 0.5度未満 １２

52 2度以下 0.1度未満 １２

備考 ※１　過去3ヶ年の検査結果が､基準値の１/５以下である時は､概ね１年に１回以上にすることができる。

※２　過去3ヶ年の検査結果が、基準値の１/１０以下である時は概ね３年に１回以上にすることができる。

       水質管理目標設定項目に関しては、資機材及び消毒副生成物等の観点に絞った項目について１年に１回実施する。

34 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下

色度

濁度

省略不可のため月１回実施する。

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
ｐＨ値
味

月１回 省略不可
臭気

非イオン界面活性剤
フェノ－ル類

塩化物イオン 月１回

43
（４Ｓ，４ａＳ，８ａＲ）－オクタヒドロ－

0.00001mg/l以下４，８ａ－ジメルナフタレン－４ａ
（２Ｈ）－オ－ル（別名ジェオスミン）

44
１，２，７，７－テトラメチルビシクロ

0.00001mg/l以下［２，２，１］ヘプタン－２－オ－ル
（別名２－メチルイソボルネオ－ル）

省略不可
カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン

16
シス－１，２－ジクロロエチレン及び

0.04mg/l以下
トランス－１，２－ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン

１，４－ジオキサン

トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸

鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及び及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素

一般細菌
月1回 省略不可 省略不可のため月１回実施する。

大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物

検査
頻度

検査省略
頻度検    査    項    目

基  準  値  等
mg/L

設　　定　　理　　由　　等

水源名 　知多浄水場

浄　水　水　質　検　査　
給水栓

水　道　水　質　検　査　計　画　表　　(令和８年度)　　(No.1)　　　　　　　　　　　　　別表様式１－(２)

水道事業者名 　常滑市水道事業 大野
　浄水場等名 　久米配水場

-7-

20
ペルフルオロオクタンスルホン酸

0.00005mg/l以下（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン
酸（ＰＦＯＡ）



毎月検査地点 1
全項目検査地点数 1 検査計画

過去の最高値 頻度

mg/L （回/年）

1 １ml中1００個以下 ０ １２
2 検出されない 不検出 １２
3 0.003mg/l以下 0.0003未満 1
4 0.0005mg/l以下 0.00005未満 １
5 0.01mg/l以下 0.001未満 １
6 0.01mg/l以下 0.001未満 １
7 0.01mg/l以下 0.001未満 １
8 0.02mg/l以下 0.002未満 １
9 0.04mg/l以下 0.004未満 1

10 0.01mg/l以下 0.001未満 ４ 省略不可のため3ヶ月毎に実施する。
11 10mg/l以下 0.7 １
12 0.8mg/l以下 0.06 １
13 1.0mg/l以下 0.02未満 1
14 0.002mg/l以下 0.0002未満 １
15 0.05mg/l以下 0.005未満 1

17 0.02mg/l以下 0.001未満 １
18 0.01mg/l以下 0.001未満 １
19 0.01mg/l以下 0.001未満 １

21 0.01mg/l以下 0.001未満 １ ※２であるが年１回実施する。
22 0.6mg/l以下 0.17 ４
23 0.02mg/l以下 0.002未満 ４
24 0.06mg/l以下 0.015 ４
25 0.03mg/l以下 0.007 ４
26 0.1mg/l以下 0.003 ４
27 0.01mg/l以下 0.001未満 ４
28 0.1mg/l以下 0.019 ４
29 0.03mg/l以下 0.012 ４
30 0.03mg/l以下 0.006 ４
31 0.09mg/l以下 0.001未満 ４
32 0.08mg/l以下 0.008未満 ４
33 1.0mg/l以下 0.01未満 省略可能 １ ※２であるが年１回実施する。

35 0.3mg/l以下 0.03 １
36 1.0mg/l以下 0.01 １
37 200mg/l以下 8.4 １
38 0.05mg/l以下 0.005未満 １
39 200mg/l以下 13 １２ 省略不可のため月１回実施する。
40 300mg/l以下 35 １
41 500mg/l以下 100 １
42 0.2mg/l以下 0.02未満 １

45 0.02mg/l以下 0.005未満 ４ ３ヶ月毎に実施する。

46 0.005mg/l以下 0.0005未満 １ ※２であるが年１回実施する。
47 3.0mg/l以下 0.7 １２
48 5.8～8.6以下 7.6 １２
49 異常でないこと 異常なし １２
50 異常でないこと 異常なし １２
51 5度以下 0.5度未満 １２
52 2度以下 0.1度未満 １２

3 0.02mg/l以下 0.001未満 １
13 0.01mg/l以下 0.001 １
14 0.02mg/l以下 0.005 １
23 ３ 以下 １ 未満 １
28 2,000個/ml 以下 検出しない １

       水質管理目標設定項目に関しては、資機材及び消毒副生成物等の観点に絞った項目について１年に１回実施する。
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ニッケル及びその化合物
ジクロロアセト二トリル
抱水クロラ―ル

※２
給水区域全域を代表して多屋で検査す
る。

色度

※２　過去3ヶ年の検査結果が、基準値の１/１０以下である時は概ね３年に１回以上にすることができる。

省略不可のため月１回実施する。省略不可

備考 ※１　過去3ヶ年の検査結果が､基準値の１/５以下である時は､概ね１年に１回以上にすることができる。

１，２，７，７－テトラメチルビシクロ

検査義務
なし

３ヶ月に
１回フェノ－ル類

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
ｐＨ値
味

臭気強度(TON)

月１回
臭気

カルシウム、マグネシウム等（硬度）
３ヶ月に

１回

0.000002

濁度

43
（４Ｓ，４ａＳ，８ａＲ）－オクタヒドロ－

0.00001mg/l以下 0.000001未満

発生時期
に月１回

44

省略可能

夏場に１回実施する。

４，８ａ－ジメルナフタレン－４ａ
（２Ｈ）－オ－ル（別名ジェオスミン）

１

銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

［２，２，１］ヘプタン－２－オ－ル

※２であるが年１回実施する。

塩化物イオン 月1回 省略不可

クロロ酢酸
クロロホルム

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物

※２であるが年１回実施する。

検査結果が基準値の１/５を超過する
ため、３ヶ月毎に実施する。

省略不可
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

ジクロロ酢酸

１・４－ジオキサン

0.000005未満

塩素酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

ホルムアルデヒド

トランス－１，２－ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン

ベンゼン

20

省略不可のため3ヶ月毎に実施する。

一般細菌
月1回 省略不可

0.04mg/l以下 0.001未満 1

ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

省略不可のため月１回実施する。
大腸菌
カドミウム及びその化合物

省略可能

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物

３ヶ月に
１回

省略不可

※２であるが年１回実施する。

浄　水　水　質　検　査　
給水栓

検査
頻度

検査省略
頻度検    査    項    目

基  準  値  等
mg/L

　　　設　　定　　理　　由　　等　　

水　道　水　質　検　査　計　画　表　　(令和８年度)　　(No.2)　　　　　　　　　　　　　別表様式１－(２)

水道事業者名 　常滑市水道事業 多屋
　浄水場等名 　久米配水場 水源名 　知多浄水場

従属栄養細菌

管　理　目　標　設　定　項　目

年１回

（別名２－メチルイソボルネオ－ル）

非イオン界面活性剤

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン

１

省略可能

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

0.00001mg/l以下

ブロモホルム

省略不可

※２であるが年１回実施する。

３ヶ月毎に実施する。
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン
酸（ＰＦＯＡ）

0.00005mg/l以下

フッ素及び及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素

34 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下

トリクロロエチレン

16
シス－１，２－ジクロロエチレン及び

0.08 ４

省略可能

省略可能

省略不可 ４



毎月検査地点 1
全項目検査地点数 1 検査計画

過去の最高値 頻度

mg/L （回/年）

1 １ml中1００個以下 ０ １２
2 検出されない 不検出 １２
3 0.003mg/l以下 0.0003未満 1
4 0.0005mg/l以下 0.00005未満 １
5 0.01mg/l以下 0.001未満 １
6 0.01mg/l以下 0.001未満 １
7 0.01mg/l以下 0.001未満 １
8 0.02mg/l以下 0.002未満 １
9 0.04mg/l以下 0.004未満 1

10 0.01mg/l以下 0.001未満 ４ 省略不可のため3ヶ月毎に実施する。
11 10mg/l以下 0.61 １
12 0.8mg/l以下 0.07 １
13 1.0mg/l以下 0.01 1
14 0.002mg/l以下 0.0002未満 １
15 0.05mg/l以下 0.005未満 1

17 0.02mg/l以下 0.001未満 １
18 0.01mg/l以下 0.001未満 １
19 0.01mg/l以下 0.001未満 １

21 0.01mg/l以下 0.001未満 １ ※２であるが年１回実施する。
22 0.6mg/l以下 0.15 ４
23 0.02mg/l以下 0.002 ４
24 0.06mg/l以下 0.014 ４
25 0.03mg/l以下 0.012 ４
26 0.1mg/l以下 0.003 ４
27 0.01mg/l以下 0.001未満 ４
28 0.1mg/l以下 0.021 ４
29 0.03mg/l以下 0.012 ４
30 0.03mg/l以下 0.006 ４
31 0.09mg/l以下 0.001未満 ４
32 0.08mg/l以下 0.008未満 ４
33 1.0mg/l以下 0.01未満 １ ※２であるが年１回実施する。

35 0.3mg/l以下 0.03未満 １
36 1.0mg/l以下 0.01未満 １
37 200mg/l以下 8.1 １
38 0.05mg/l以下 0.005未満 １
39 200mg/l以下 13 １２ 省略不可のため月１回実施する。
40 300mg/l以下 38 １
41 500mg/l以下 120 １
42 0.2mg/l以下 0.02未満 １

45 0.02mg/l以下 0.005未満 ４ ３ヶ月毎に実施する。

46 0.005mg/l以下 0.0005未満 １ ※２であるが年１回実施する。
47 3.0mg/l以下 0.7 １２
48 5.8～8.6以下 7.6 １２
49 異常でないこと 異常なし １２
50 異常でないこと 異常なし １２
51 5度以下 0.5度未満 １２
52 2度以下 0.1度未満 １２

       水質管理目標設定項目に関しては、資機材及び消毒副生成物等の観点に絞った項目について１年に１回実施する。

※２であるが年１回実施する。

３ヶ月に
１回

省略不可のため3ヶ月毎に実施する。

月１回 省略不可

夏場に１回実施する。

※２であるが年１回実施する。

１

１

1

臭気
色度
濁度

備考 ※１　過去3ヶ年の検査結果が､基準値の１/５以下である時は､概ね１年に１回以上にすることができる。

［２，２，１］ヘプタン－２－オ－ル
（別名２－メチルイソボルネオ－ル）

非イオン界面活性剤 ３ヶ月に
１回フェノ－ル類

※２　過去3ヶ年の検査結果が、基準値の１/１０以下である時は概ね３年に１回以上にすることができる。

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
ｐＨ値
味

43
（４Ｓ，４ａＳ，８ａＲ）－オクタヒドロ－

0.00001mg/l以下 0.000001未満

発生時期
に月1回

４，８ａ－ジメルナフタレン－４ａ
（２Ｈ）－オ－ル（別名ジェオスミン）

44
１，２，７，７－テトラメチルビシクロ

0.00001mg/l以下

マンガン及びその化合物
塩化物イオン 月1回 省略不可
カルシウム、マグネシウム等（硬度）

３ヶ月に
１回

省略可能

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

0.000001

亜鉛及びその化合物

省略可能鉄及びその化合物

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド

銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物

塩素酸

省略不可

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸

トリクロロエチレン

ベンゼン

16
シス－１，２－ジクロロエチレン及び

20
ペルフルオロオクタンスルホン酸

トランス－１，２－ジクロロエチレン

フッ素及び及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
１，４－ジオキサン

ジクロロメタン
テトラクロロエチレン

浄　水　水　質　検　査　 給水栓

検査
頻度

検査省略
頻度検    査    項    目

基  準  値  等
mg/L

設　　定　　理　　由　　等

水　道　水　質　検　査　計　画　表　　(令和８年度)　　(No.3)　　　　　　　　　　　　　　別表様式１－(２)

水道事業者名 　常滑市水道事業 セントレア
　浄水場等名 　中央配水場 水源名 　知多浄水場

省略不可のため月１回実施する。

省略不可のため月１回実施する。

大腸菌
カドミウム及びその化合物

省略可能

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

一般細菌
月1回 省略不可

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

0.04mg/l以下 0.001未満
省略可能

省略不可
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

0.00005mg/l以下 0.000005未満 ４（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン
酸（ＰＦＯＡ）

省略可能

省略不可

※２であるが年１回実施する。
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※２であるが年１回実施する。

３ヶ月毎に実施する。

34 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 0.08 ４
検査結果が基準値の１/５を超過する
ため、３ヶ月毎に実施する。



毎月検査地点 1
全項目検査地点数 0 検査計画

過去の最高値 頻度

mg/L （回/年）

1 １ml中1００個以下 0 １２
2 検出されない 不検出 １２
3 0.003mg/l以下
4 0.0005mg/l以下

5 0.01mg/l以下
6 0.01mg/l以下
7 0.01mg/l以下
8 0.02mg/l以下
9 0.04mg/l以下

10 0.01mg/l以下
11 10mg/l以下
12 0.8mg/l以下
13 1.0mg/l以下
14 0.002mg/l以下
15 0.05mg/l以下

17 0.02mg/l以下
18 0.01mg/l以下
19 0.01mg/l以下

21 0.01mg/l以下
22 0.6mg/l以下
23 0.02mg/l以下
24 0.06mg/l以下
25 0.03mg/l以下
26 0.1mg/l以下
27 0.01mg/l以下
28 0.1mg/l以下
29 0.03mg/l以下
30 0.03mg/l以下
31 0.09mg/l以下
32 0.08mg/l以下
33 1.0mg/l以下

35 0.3mg/l以下
36 1.0mg/l以下
37 200mg/l以下
38 0.05mg/l以下
39 200mg/l以下 13 １２ 省略不可のため月１回実施する。
40 300mg/l以下
41 500mg/l以下
42 0.2mg/l以下

45 0.02mg/l以下
46 0.005mg/l以下
47 3.0mg/l以下 0.8 １２
48 5.8～8.6以下 7.7 １２
49 異常でないこと 異常なし １２
50 異常でないこと 異常なし １２
51 5度以下 0.5度未満 １２

52 2度以下 0.1度未満 １２

備考 ※１　過去3ヶ年の検査結果が､基準値の１/５以下である時は､概ね１年に１回以上にすることができる。

       水質管理目標設定項目に関しては、資機材及び消毒副生成物等の観点に絞った項目について１年に１回実施する。

34 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下

※２　過去3ヶ年の検査結果が、基準値の１/１０以下である時は概ね３年に１回以上にすることができる。

色度

濁度

味
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省略不可のため月１回実施する。

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
ｐＨ値

月１回 省略不可
臭気

［２，２，１］ヘプタン－２－オ－ル
（別名２－メチルイソボルネオ－ル）
非イオン界面活性剤
フェノ－ル類

43
（４Ｓ，４ａＳ，８ａＲ）－オクタヒドロ－

0.00001mg/l以下４，８ａ－ジメルナフタレン－４ａ
（２Ｈ）－オ－ル（別名ジェオスミン）

44
１，２，７，７－テトラメチルビシクロ

0.00001mg/l以下

塩化物イオン 月1回 省略不可
カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

クロロホルム
ジクロロ酢酸

総トリハロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ジブロモクロロメタン
臭素酸

16
シス－１，２－ジクロロエチレン及び

0.04mg/l以下
トランス－１，２－ジクロロエチレン
ジクロロメタン

ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及び及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
１，４－ジオキサン

一般細菌
月1回 省略不可

鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

省略不可のため月１回実施する。
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物

浄　水　水　質　検　査　
給水栓

検査
頻度

検査省略
頻度検    査    項    目

基  準  値  等
mg/L

設　　定　　理　　由　　等

水　道　水　質　検　査　計　画　表　　(令和８年度)　　(No.4)　　　　　　　　　　　　　　別表様式１－(２)

水道事業者名 　常滑市水道事業 西阿野
　浄水場等名 　中央配水場 水源名 　知多浄水場

（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン
酸（ＰＦＯＡ）

20
ペルフルオロオクタンスルホン酸

0.00005mg/l以下



毎月検査地点 1
全項目検査地点数 0 検査計画

過去の最高値 頻度

mg/L （回/年）

1 １ml中1００個以下 0 １２
2 検出されない 不検出 １２
3 0.003mg/l以下
4 0.0005mg/l以下

5 0.01mg/l以下

6 0.01mg/l以下
7 0.01mg/l以下
8 0.02mg/l以下

9 0.04mg/l以下
10 0.01mg/l以下
11 10mg/l以下
12 0.8mg/l以下
13 1.0mg/l以下
14 0.002mg/l以下
15 0.05mg/l以下

17 0.02mg/l以下
18 0.01mg/l以下
19 0.01mg/l以下

21 0.01mg/l以下

22 0.6mg/l以下

23 0.02mg/l以下

24 0.06mg/l以下

25 0.03mg/l以下

26 0.1mg/l以下

27 0.01mg/l以下

28 0.1mg/l以下

29 0.03mg/l以下

30 0.03mg/l以下
31 0.09mg/l以下
32 0.08mg/l以下
33 1.0mg/l以下

35 0.3mg/l以下
36 1.0mg/l以下
37 200mg/l以下
38 0.05mg/l以下
39 200mg/l以下 13 １２ 省略不可のため月１回実施する。
40 300mg/l以下
41 500mg/l以下
42 0.2mg/l以下

45 0.02mg/l以下
46 0.005mg/l以下
47 3.0mg/l以下 0.7 １２
48 5.8～8.6以下 7.8 １２
49 異常でないこと 異常なし １２
50 異常でないこと 異常なし １２
51 5度以下 0.5度未満 １２
52 2度以下 0.1度未満 １２

備考 ※１　過去3ヶ年の検査結果が､基準値の１/５以下である時は､概ね１年に１回以上にすることができる。

 　　　水質管理目標設定項目に関しては、資機材及び消毒副生成物等の観点に絞った項目について１年に１回実施する。

34 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下

色度
濁度
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省略不可のため月１回実施する。月１回 省略不可

※２　過去3ヶ年の検査結果が、基準値の１/１０以下である時は概ね３年に１回以上にすることができる。

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
ｐＨ値
味
臭気

［２，２，１］ヘプタン－２－オ－ル
（別名２－メチルイソボルネオ－ル）
非イオン界面活性剤
フェノ－ル類

43
（４Ｓ，４ａＳ，８ａＲ）－オクタヒドロ－

0.00001mg/l以下４，８ａ－ジメルナフタレン－４ａ
（２Ｈ）－オ－ル（別名ジェオスミン）

44
１，２，７，７－テトラメチルビシクロ

0.00001mg/l以下

塩化物イオン 月1回 省略不可
カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

ジクロロメタン

四塩化炭素
１，４－ジオキサン

16
シス－１，２－ジクロロエチレン及び

0.04mg/l以下
トランス－１，２－ジクロロエチレン

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及び及びその化合物
ホウ素及びその化合物

省略不可のため月１回実施する。
大腸菌
カドミウム及びその化合物

鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

一般細菌
月1回 省略不可

検査省略
頻度検    査    項    目

基  準  値  等
mg/L

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

浄　水　水　質　検　査　
給水栓

検査
頻度

設　　定　　理　　由　　等

水　道　水　質　検　査　計　画　表　　(令和８年度)　　(No.5)　　　　　　　　　　　　　別表様式１－(２)

水道事業者名 　常滑市水道事業 桧原
　浄水場等名 　熊野配水場 水源名 　知多浄水場

酸（ＰＦＯＡ）
20

ペルフルオロオクタンスルホン酸
0.00005mg/l以下（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン



毎月検査地点 1
全項目検査地点数 1 検査計画

過去の最高値 頻度

mg/L （回/年）

1 １ml中1００個以下 0 １２
2 検出されない 不検出 １２
3 0.003mg/l以下 0.0003未満 1
4 0.0005mg/l以下 0.00005未満 １
5 0.01mg/l以下 0.001未満 １
6 0.01mg/l以下 0.001未満 １
7 0.01mg/l以下 0.001未満 １
8 0.02mg/l以下 0.002未満 １
9 0.04mg/l以下 0.004未満 1

10 0.01mg/l以下 0.001未満 ４ 省略不可のため3ヶ月毎に実施する。
11 10mg/l以下 0.49 １
12 0.8mg/l以下 0.07 １
13 1.0mg/l以下 0.05未満 1
14 0.002mg/l以下 0.0002未満 １
15 0.05mg/l以下 0.005未満 1

17 0.02mg/l以下 0.001未満 １
18 0.01mg/l以下 0.001未満 １
19 0.01mg/l以下 0.001未満 １

21 0.01mg/l以下 0.001未満 １ ※２であるが年１回実施する。
22 0.6mg/l以下 0.15 ４
23 0.02mg/l以下 0.002未満 ４
24 0.06mg/l以下 0.018 ４
25 0.03mg/l以下 0.005 ４
26 0.1mg/l以下 0.004 ４
27 0.01mg/l以下 0.001 ４
28 0.1mg/l以下 0.028 ４
29 0.03mg/l以下 0.011 ４
30 0.03mg/l以下 0.008 ４
31 0.09mg/l以下 0.001未満 ４
32 0.08mg/l以下 0.008未満 ４
33 1.0mg/l以下 0.01未満 １ ※２であるが年１回実施する。

35 0.3mg/l以下 0.03未満 １
36 1.0mg/l以下 0.004 １
37 200mg/l以下 8.4 １
38 0.05mg/l以下 0.005未満 １
39 200mg/l以下 13 １２ 省略不可のため月１回実施する。
40 300mg/l以下 37 １

41 500mg/l以下 110 １

42 0.2mg/l以下 0.02未満 １

45 0.02mg/l以下 0.005未満 ４ ３ヶ月毎に実施する。

46 0.005mg/l以下 0.0005未満 １ ※２であるが年１回実施する。
47 3.0mg/l以下 0.6 １２
48 5.8～8.6以下 7.8 １２
49 異常でないこと 異常なし １２
50 異常でないこと 異常なし １２
51 5度以下 0.5度未満 １２
52 2度以下 0.1度未満 １２

       水質管理目標設定項目に関しては、資機材及び消毒副生成物等の観点に絞った項目について１年に１回実施する。

４
検査結果が基準値の１/５を超過する
ため、３ヶ月毎に実施する。

４ ３ヶ月毎に実施する。
ペルフルオロオクタンスルホン酸

省略不可 省略不可のため3ヶ月毎に実施する。

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド

発生時期
に月１回

省略可能

省略不可

※２であるが年１回実施する。
0.04mg/l以下 0.001未満 １

0.00005mg/l以下 0.000005未満

0.2mg/l以下

0.000001

省略不可月１回

濁度

フェノ－ル類

43
（４Ｓ，４ａＳ，８ａＲ）－オクタヒドロ－

色度

非イオン界面活性剤 ３ヶ月に
１回

※２　過去3ヶ年の検査結果が、基準値の１/１０以下である時は概ね３年に１回以上にすることができる。

34

※２であるが年１回実施する。

１

１

省略可能

省略可能

［２，２，１］ヘプタン－２－オ－ル
（別名２－メチルイソボルネオ－ル）

0.00001mg/l以下

44
１，２，７，７－テトラメチルビシクロ

※１　過去3ヶ年の検査結果が､基準値の１/５以下である時は､概ね１年に１回以上にすることができる。

省略不可のため月１回実施する。

ｐＨ値
味
臭気

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）

備考

カルシウム、マグネシウム等（硬度）
３ヶ月に

１回

省略可能

蒸発残留物

陰イオン界面活性剤

夏場に１回実施する。

４，８ａ－ジメルナフタレン－４ａ
（２Ｈ）－オ－ル（別名ジェオスミン）

0.00001mg/l以下 0.000001

塩化物イオン 月1回 省略不可

アルミニウム及びその化合物 0.08

ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン

鉄及びその化合物

※２であるが年１回実施する。
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

３ヶ月に
１回

トリクロロ酢酸

１，４－ジオキサン

トランス－１，２－ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン

16
シス－１，２－ジクロロエチレン及び

亜鉛及びその化合物

塩素酸

（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン
酸（ＰＦＯＡ）

20

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

トリクロロエチレン

ベンゼン

シアン化物イオン及び塩化シアン 省略不可
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及び及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素

カドミウム及びその化合物

省略可能

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

設　　定　　理　　由　　等

一般細菌
月1回 省略不可 省略不可のため月１回実施する。

大腸菌

　知多浄水場

浄　水　水　質　検　査　
給水栓

検査
頻度

検査省略
頻度検    査    項    目

基  準  値  等
mg/L

※２であるが年１回実施する。

-12-

水　道　水　質　検　査　計　画　表　　(令和８年度)　　(No.6)　　　　　　　　　　　　別表様式１－(２)

水道事業者名 常滑市水道事業 坂井
浄水場等名 熊野配水場 水源名



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先  

常滑市役所 建設部水道課 工務・ 給水チーム  

    〒479-8610 愛知県常滑市飛香台３ 丁目３ 番地の５  

     Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ５ ６ ９ －３ ５ －５ １ １ １  

ht t p: //www. ci t y. t okoname. a i chi . j p/kur ashi /sui do/ 

 

    愛知県水質試験所 

〒470-0151  愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西４ ８ －２ ６ ５  

Ｔ Ｅ Ｌ   ０ ５ ６ １ －３ ８ －８ ６ ７ ７  

     ht t p: //www. pr ef . ai chi . j p/s ui s hi t sushi ken/ 

 

http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/suido/
http://www.pref.aichi.jp/suishitsushiken/

